
なし

令和７年５月２９日
　

東京税関長　　原　田　　健　史

掲示第２４０号

通 関 営 業 所 の 新 設 に つ い て

株式会社プルータスエアシー

Ｊ Ｃ Ｎ

営 業 所 名

許可年月日

通関業者名

千葉県成田市久住中央1-2-20

令和７年５月２９日

代表取締役　平野　敬太郎

条 件

本社

千葉県成田市久住中央1-2-20

代 表 者

所 在 地

　標記のことについて、通関業法第８条の規定に基

所 在 地

3040001064450

づき、下記のとおり公告する。

記


